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長
年
農
地
の
耕
作
を
放
置
す
る
と
、
病
害
虫
の

発
生
源
や
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
有
害
鳥
獣
の
か
く

れ
場
、
さ
ら
に
は
不
法
投
棄
の
被
害
に
あ
う
な
ど
、

周
り
の
農
地
や
地
域
の
景
観
に
も
影
響
を
及
ぼ
す

問
題
が
生
じ
ま
す
。
さ
ら
に
年
月
が
経
つ
と
、
畔

（
あ
ぜ
）
が
く
ず
れ
、
土
砂
が
流
出
し
、
雑
木
が

生
い
茂
り
、
森
林
化
し
て
し
ま
い
ま
す
。

 

阿
蘇
市
農
業
委
員
会
で
は
、
熊
本
県
が
用
意
し

た
耕
作
放
棄
地
を
解
消
す
る
取
組
を
応
援
す
る
、

農
地
復
元
の
た
め
の
助
成
事
業
（
耕
作
放
棄
地
解

消
緊
急
対
策
事
業
）
を
開
始
し
ま
し
た
。
農
地
は

次
世
代
に
託
す
大
切
な
地
域
の
資
源
で
す
。

■実施区域

　阿蘇市管内の農業振興地域（中山間地域等

　直接支払い対象地を除く）

■事業の内容

　耕作放棄地を農地へ復元した面積に応じて

　助成金を交付します。

■補助対象者

　農業者・地域営農組織など農地へ復元

　する者

■交付額（定額）

　　基本額：３０，０００円／１０アール

　　加算額：１０，０００円／１０アール

　※加算とは…認定農業者、地域営農組織、

　　大規模（１ｈａ以上解消）、長期（５年以上の利用権

　　設定）の場合に加算。加算額を含めて１０アール当

　　たり４０，０００円が限度。初年度（１回）のみ交付。

■交付額の算定

　復元面積×１０アール当たり交付額（千円未満は切捨て）

　　面積：農地基本台帳、登記簿あるいは実測面積。

■問い合わせ先

　農業委員会　　２２-３２５４

農業委員会委員選挙の選挙人名簿は、

農業委員会等に関する法律施行令第３

条と、公職選挙法に基づき実施されま

すが、選挙人名簿については、他の選

挙と違い、選挙人名簿登載申請書の提

出により作られます。こうして作られ

る名簿に載っていないと投票もリコー

ルの請求もできなくなります。

　農業委員選挙人名簿登載申請書の提

出は、毎年必要です。

　選挙権及び被選挙権をもたれる方は、

阿蘇市において１０アール以上の農地

について、耕作の業務を営むもの、ま

たその同居の親族配偶者及び配偶者。

（耕作従事日数が年間おおむね６０日

以上及び農業委員会が認めた者）

　年齢は平成元年４月１日以前に出生

した者（満２０歳以上）が、対象とな

ります。

　提出期限は、平成２１年１月１３日

までです。

　阿蘇市農業委員会または、市役所内

牧支所、波野支所に提出してください。

耕
作
放
棄
地
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
！

阿
蘇
市
農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

耕作放棄地解消緊急対策事業の
ご案内

農業委員選挙人名簿

登載申請書の提出を

お願いします。

広 告


